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 １ 管内の概況 

  平成２１年１０月保健福祉環境事務所が再編され三潴郡大木町が編入となる。平成２２

年２月に八女郡４町村が八女市に編入合併となり、平成２２年２月から三潴郡大木町と八

女郡広川町の生活保護業務を管轄している。 

  管内の保護率は、昭和５６年の２０.２‰をピ－クに減少していたが、平成１１年９月の

６.０‰を境に微増に転じた。その後、平成１７年の８.４‰以降は再び減少していたが、

平成１９年度８.３‰以降は再び微増に転じ、近年の経済・雇用情勢の悪化を受け、平成２

４年３月の保護率は１０.４‰と増加傾向を示している。 

  また、世帯類型別でみると、高齢者世帯、傷病障害者世帯等の要援護世帯の占める割合

が高く、保護費の総額に占める医療扶助費の割合も高くなっている。 

                     ※ ‰（パーミル）千分率（1‰＝0.1%） 

 

 

 ２ 生活保護の状況 

 （１）町村別被保護世帯の推移               

年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 
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町村名  人 ‰    人 ‰    人 ‰   

大木町 50 94 6.5 5 5 51 94 6.5 8 6 53 93 6.5 8 4 

広川町 157 235 11.7 38 20 165 256 12.6 30 20 174 266 13.1 30 32 

黒木町 67 90 7.1 8 7           

立花町 72 103 9.3 8 7           

矢部村 14 19 13.0 0 0           

星野村 17 21 6.2 1 4           

合 計 377 562 8.9 60 43 216 350 10.1 38 26 227 259 10.4 38 36 

注１ 平成２２年度から生活保護業務の管轄は、大木町及び広川町となる。 

注２ 平成２１年度の黒木町、立花町、矢部村、星野村は平成２２年１月現在の数である。 

(平成２２年２月１日に八女市に合併) 

                                 （資料 福祉行政報告例） 

 

 

 



60  

（２）世帯類型別被保護世帯数の推移         

世帯類型別被保護世帯数 

（ ）内は構成比（%） 

高齢者世帯 
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平成 21 年度 377 562 8.9  
139   

(36.9) 

14   

(3.7) 

34 

(9.0) 

50 

(13.3) 

75 

(19.9) 

65 

(17.2) 

平成 22 年度 216 350 10.1  
58   

(26.9) 

6   

(2.8) 

28 

(12.9) 

29 

(13.4) 

57 

(26.4) 

38 

(17.6) 

平成 23 年度 227 359 10.4  
64   

(28.2) 

6   

(2.6) 

26 

(11.5) 

31 

(13.7) 

53 

(23.3) 

47 
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注１ 平成２２年度から生活保護業務の管轄は、大木町及び広川町となる。 

注２ 平成２１年度の黒木町、立花町、矢部村、星野村は平成２２年１月現在の数である。 

(平成２２年２月１日に八女市に合併) 

                               （資料 福祉行政報告例） 

 

（３）開始・廃止の理由別件数 

   ア 開始理由   

開 始 理 由 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

世 帯 主 の 傷 病 ２３     １７     １８     

世 帯 員 の 傷 病  ２      ３      

働いていた者の死亡・離別・不在  ３      ４      １     

働きによる収入の減少・喪失  ９      ８      ７     

年金・仕送り等の減少・喪失  ８      ５      ２     

保 護 世 帯 か ら の 分 離  ２       

そ の 他  ８      １      ５     

他 管 内 か ら の 転 入  ５       ５     

合   計 ６０     ３８     ３８     

 

注１ 平成２２年度から生活保護業務の管轄は、大木町及び広川町となる。 

注２ 平成２１年度の黒木町、立花町、矢部村、星野村は平成２２年１月現在の数である。 

(平成２２年２月１日に八女市に合併) 

                                （資料 福祉行政報告例） 
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 イ 廃止理由                                

        廃 止 理 由 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

世 帯 主 の 傷 病 治 癒    

世 帯 員 の 傷 病 治 癒    

死 亡 ・ 失 踪 １３   １０    ７   

働きによる収入の増加・取得  ６    ２    ４   

年金・仕送り等の増加・取得  ４      ５   

働 き 手 の 転 入  １   １     １   

施 設 入 所  １     

他 法 活 用    

保 護 世 帯 へ の 編 入    

親類縁者の引取、家族との同居  ３     １   

そ の 他  ６    １    ３   

他 管 内 へ の 転 出  ９   １２   １５   

合   計 ４３   ２６   ３６   

 

注１ 平成２２年度から生活保護業務の管轄は、大木町及び広川町となる。 

注２ 平成２１年度の黒木町、立花町、矢部村、星野村は平成２２年２月現在の数である。 

(平成２２年２月１日に八女市に合併) 

                               （資料 福祉行政報告例）    

 

 

 

 

 


